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Ⅰ 問題と目的

児童虐待防止のためにその手順や視点を示したマニュ
アルは，非常に有用なものである。一般にマニュアルの
役割は，専門知識・技術や経験の乏しい者でも一定の水
準のサービスが提供できるよう，指針や行動を具体的に
提示することにある（尾崎・原・板野・小野・芝野，
2003）。実際，各自治体では，児童虐待防止に関して数
多くのマニュアルを作成している。では，それらのマニュ
アルについてどれだけ検証がなされているのだろうか。

児童虐待防止の取り組みに関して，マニュアルの重要
性を指摘する報告書は多い。例えば，子供の死亡原因を
分析しその改善点を述べるものとして児童虐待死亡事例
検証報告書がある。『高知県児童虐待死亡事例検証報告
書』（2008）では，児童相談所業務における業務上の改
善点として「高知県市町村児童家庭相談マニュアルの作
成・配布」という提言がある。それらに加えて，教育関
係機関への対応として「教職員の虐待への対応力の強
化，学校内における児童虐待対応体制の整備・充実」，「児
童虐待通告書の提出と記録の徹底」の提言がなされてい
る。また，『児童虐待死亡ゼロを目指した支援のあり方
について』（江戸川区事例 最終報告）（2010）では，学
校に対する取り組みとして「虐待通告が義務であり全職
員に周知徹底すること」，「虐待は組織的に対応するこ
と」，「ネットワークを活用して虐待対応を行うこと」が
提言として記述されている。このような記述は他の死亡
事例検証報告書にも数多くみられる（『大阪市における
小学生女児死亡事例検証結果報告書』；2009，『児童虐待
死亡事例検証報告書福島県』；2006など）。その提言の内
容は，マニュアルを利活用することで，対応のきっかけ
をつかんだり対応に繋がったりする可能性を指摘するも
のである。以上のような観点からも児童虐待防止に関す
るマニュアルは，児童虐待の早期発見や対応に必要な
ツールであると同時に，教職員や保育者に何を学べばよ
いのかを気づかせる道具ともなる。さらに，関係機関と
連携するための適切な対応等，虐待対応における道具と

もなると考えられる。
しかし，その内容の妥当性に関する検証は十分になさ

れていない。庄司・谷口・安藤（1999）は，冊子等の発
行年や発行部数・配布先・記述内容などの観点から子ど
も虐待防止の取り組みの現状を明らかにすることを目的
として，都道府県・指定都市の福祉主管課を対象に調査
を実施した。その結果，多くの都道府県・指定都市で冊
子・パンフレット等が発行され，学校・保育所などにも
広く配布されていることが確認された。しかし，実際の
発行物を回収し記述内容について検討したところ，被虐
待児の心理的治療について詳しい記述は必要ないが，そ
の必要性については記述があったほうがよいこと，冊子
を用いての研修会の開催等が望まれることを提言してい
る。このように，庄司ら（1999）は記述内容の有無につ
いての検討に留まりその内容を批判的に検討するなどの
取り組みは行っていない。

児童虐待防止に関するマニュアルの記述内容を吟味す
る研究は，非常に乏しい現状にある。国内文献について
平成27年8月に国立情報科学研究所の NII 論文ナビゲー
ター（以下，CiNii と略す）を利用して検索を行った。
最初に「児童虐待防止マニュアル」，「虐待マニュアル」
で検索したところ0件，「虐待防止手引き」では4件，「虐
待防止マニュアル」では5件該当した。また，Magazine
Plus で「マニュアル・児童」で検索したところ38件，「マ
ニュアル・虐待」で検索したところ30件該当した。CiNii
と Magazine plus も含め77件であった。その中で重複し
ているものを省くと63件であった。63件の内訳は，学校
19件（教科，生徒指導，虐待にどうかかわるのか等），
医療16件（ネットワーク，家族への対応，医療向けマニュ
アル等），高齢者8件（高齢者虐待防止等），施設4件（災
害用，虐待防止マニュアル作成等），市町村3件（ネッ
トワークづくり等），児童相談所3件（裁判事例等），そ
の他10件（ペアレントトレーニング等）であった。学校
19件のうち虐待防止マニュアルに関するものについて
は，『子ども虐待に教職員としてどうかかわるか』（日
野，2000），『厚生労働省データファイル児童虐待予防マ
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ニュアル虐待，平成2年度比で十六倍に』（厚生サロ
ン，2002），『虐待対応マニュアルの作成と活用をどう進
めるか』（迫田，2004），『大分県虐待防止へ全教員に対
応マニュアル配布』（厚生福祉，2012）の4件であった。
どれもマニュアルの紹介と配布の実施に関する報告など
が主なもので記述内容の検討はなされていなかった。ま
た，63件の中で，幼稚園・保育所に関するものはなかっ
た。

保育所・幼稚園・学校においてマニュアルが整備され
ていない，もしくは整備されていてもうまく活用されて
いないことが，保育者らの不安や対応上の問題，例えば
未通告に関連している可能性もある。保育所には虐待を
疑われながらも通告されないままになっている児童が在
籍しており（笠原・加藤，2005），その背後には，保育
者に児童虐待を発見できるだろうかという「不安感」や，
発見し通告しても何も変化しないのではないだろうかと
いう「不全感」があることを報告している（笠原・加藤，
2007）。そして，保育所における児童虐待の未発見や未
通告を防止するためには，保育所や保育士が児童虐待防
止活動において求められる対応行動を明確に意識し行動
することが必要であると示唆している（笠原，2015）。
一方，日野（2000）は，学校内部の機構や意識の問題と
教職員の子どもの虐待への知識の乏しさの問題を指摘し
ている。さらに，西原・原田・山口・張（2008）は，法
律を知らないことや要保護児童対策地域協議会の認知度
の低さが通告の障害になっている可能性を指摘してい
る。このような現状を抱えている教職員・保育者にとっ
て，児童虐待防止マニュアルを利活用することが，虐待
防止や予防につながると考えられる。そのため，現在の
マニュアルが，現状や問題を解決できる内容になってい
るのかを確認する必要があるだろう。

一方で，記載内容を確認すると同時に法律の改訂によ
り記載内容も法律に則した形に変更されているのかを確
認する必要がある。児童虐待の防止等に関する法律の制
定（平成12年），児童虐待の防止等に関する法律及び児
童福祉法の改正（平成16年），児童福祉法の改正（平成
20年）など法的整備なども進んだ。そのため，法律の改
正に合わせマニュアルの内容も変化すると考えられる。

そこで本研究は，保育者が不安を解消し，利活用でき
るマニュアルを整備する研究の一環として，教職員・保
育者用のマニュアルを対象とした児童虐待防止マニュア
ルをとりあげ，内容分析を行う。そして，マニュアルに
記載された項目の有無およびその内容について問題を指
摘し，有用な記述とは何かについて提言を行う。

Ⅱ 調査方法

1．検討対象としたマニュアルと収集方法
平成16年以降に発行または改定されたマニュアルを対

象とした。その理由は，平成16年に法的整備が行われた
こと，市町村対応が始まったことによる。検討対象とし
たマニュアルは，19本となった（その詳細は付表1に示
す）。これらのマニュアルは，インターネット上で「子
供虐待」，「マニュアル」，「虐待防止」などの単語を入力
し検索を行う中で表示されたものをダウンロードし収集
することができた16本，それらのマニュアルの引用文献
に記載されているマニュアルを検索し，収集することが
できた2本，自治体から提供されたマニュアル1本であ
る。

2．記載内容の分類項目作成（表1）
本研究では，庄司ら（1999）の研究を参考にして，「対

応の仕方」を「対応の仕方（子供）」と「対応の仕方（保
護者）」に分け，さらに「対応の仕方（子供）」，「対応の
仕方（保護者）」を「発見時」，「一時保護」，「在宅支援」
に分けた。また，「連携のあり方」についても「組織内」
と「要保護児童対策地域協議会（表では要対協と表記）」
とに分けて項目を作成した。次に，庄司ら（1999）の研
究では，検討されていなかった「虐待の発生要因」，「虐
待の影響」，「通告義務」，「通告先」，「記録の取り方」，「確
証義務はない」の6つの項目を新たに設定した。

「対応の仕方」について「対応の仕方（子供）」と「対
応の仕方（保護者）」とに分けた理由は，保育士を対象
にした通告への抵抗感に関するアンケート調査において
「保護者とトラブルになるのではないか」という回答が
多数みられたように（中津，2015），子供への対応と保
護者への対応を区別する必要があるからである。また，
「連携のあり方」を「組織内」と「要保護児童対策地域
協議会」とに分けた理由としては，平成16年の児童虐待
防止法・児童福祉法の改正において要保護児童対策地域
協議会の設置が法定化されたこと，死亡事例検証報告書
の中でも組織内対応と要保護児童対策地域協議会につい
て提言がなされていることによる。そして，「虐待の発
生要因」と「虐待の影響」の項目を設けた理由は，虐待
の影響を具体的に知ることで，子供の様子から虐待を疑
うことが出来るからである。また，虐待の発生要因の一
つである家庭背景を理解することによって，個別支援を
行う際の支援計画の策定や実行に活用できると考えられ
るからである。さらに，「通告義務」，「通告先」，「記録
の取り方」については，死亡事例報告書の中にも提言と
して記述されており，法改正により通告が義務化された
ことから記述が必要な項目と考えられた。なお，「確証
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表1 虐待マニュアルの内容分析

番
号

内
容

合
計
（
項
目
数
）

ペ
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義
・
種
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待
の
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虐
待
の
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発
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ェ
ッ
ク
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イ
ン
ト
ま
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ッ
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ス
ト
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の
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）
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法
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務
は
な
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記
録
の
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虐
待
の
予
防
策

児
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祉
施
設
等
の
説
明

相
談
・
通
告
機
関
一
覧

事
例
紹
介

参
考
文
献

統
計
資
料
・
虐
待
相
談
（
自
治
体
）

情
報
提
供
書
等
（
書
類
）

そ
の
他

発
見
時

一
時
保
護

在
宅
支
援

発
見
時

一
時
保
護

在
宅
支
援

組
織
内

要
対
協

1 7 ○ ○ ○ ○
リ ○ ○ ○

※ ○ △ ○ 10

2 7 ○ ○ ○ ○
リ ○ ○ ○

※ ○ △ ○ 10

3 7 ○ ○ ○ ○
ポ ○ ○ ○ △ ○ ○T △ ○ ○ 13

4 11 ○ ○ ○ ○
ポ ○ ○ ○ ○ ○T

※ 9

5 23 ○ ○ ○ ○
リ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○T

※ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 22

6 51 △ ○ ○ ○
リ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

※ ○ △ ○ △ ○ ○ 17

7 30 ○ ○ ○
リ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○T

※ ○ ◎ ○ ○ ○ 15

8 35 ○ ○
リ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○T ○ ○ ○ 15

9 61 ○ ○ ○ ○
リ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ △ ○T

※ ○ ◎ ○ ○ 17

10 79 ○ ○ ○
リ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○

※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16

11 11 ○ ○
ポ △ ○ ○

※ ○ ○ 7

12 20 ○ ○ ○
ポ ○ ◎ ○ ○T

※ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 14

13 A3
両面 ○ 〇 ○ ○ ○ ○T

※ ○ 〇 ○ 9

14 A3
両面 ○ 〇 ○ ○ ○ ○T

※ ○ ○ 8

15 75 ○ ○ ○
リ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

※ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 15

16 16 ○ ○
リ ○ ○ ○ ○ △ △

条例 ○ ○T ○ △ ○ ○ 14

17 8 ○ ○
ポ ○ ○ ○ ○ △ ○T ○ ○ ○ ○ 12

18 44 ○ ○ ○
リ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

※ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 20

19 14 ○ ○ ○ ○
リ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 13

記載率
％（数）

89．5
（17）

47．4
（9）

63．2
（12）

89．5
（17）

63．2
（12）

21．1
（4）

47．4
（9）

68．4
（13）

10．5
（2）

36．8
（7）

84．2
（16）

68．4
（13）

10．5
（2）

52．6
（10）

89．5
（17）

100
（19）

84．2
（16）

68．4
（13）

31．6
（6）

31．6
（6）

42．1
（8）

26．3
（5）

52．6
（10）

15．8
（3）

31．6
（6）

21．1
（4）

庄司ら「表2－1子ども虐待防止にかかわる冊子の内容の分析：都道府県」を参考に作成
発見のチェックポイント・リスト項目の「ポ」とはポイント，「リ」とはリストとマニュアル内に表示されていたもの
通告先の T は電話番号の表記もされていたものを表す。※は緊急性の判断で通告先が別であったもの
空欄は、マニュアル内に項目や記述のなかったもの
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義務がない」という項目を新たに設定した。岩佐（1992）
によれば，医師が通告をためらう理由として圧倒的に多
い回答が「確定診断ができないから」であった。そのよ
うな誤解が教職員・保育者にも生じている可能性があ
る。

Ⅲ 結果および考察

それぞれのマニュアルごとに項目の記述の有無を整理
したものが表1である。その表1の下段にある記載率を
みると記載率が約2割にとどまった項目は，「対応の仕
方（子供・一時保護）」，「対応の仕方（保護者・一時保
護）」，「被虐待児の心理的治療」であった。一方，記載
率が8割を超えた項目は「虐待の定義・種類」，「発見の
チェックポイントまたはチェックリスト」，「連携のあり
方（組織内）」，「通告義務」，「通告先」，「確証義務はな
い」であった。具体的な記述内容と問題点については，
以下に詳しく述べる。

なお，検討にあたっては，調査したマニュアルのうち
『教職員のための児童虐対応の手引き』（付表番号5
番，以下，付表を引用する場合は番号のみを記述する）
の内容との比較を行う。その理由は，内容分析（表1）
において記述されている項目数が多い（22項目）ため，
児童虐待防止活動の比較的広い範囲を網羅していると考
えたからである。

1．記載率が低い項目
⑴ 「対応の仕方（子供・一時保護）」

『教職員のための児童虐待対応の手引き』（5番）に
は，「学校における対応の実際」という項目があり，そ
の中で子供・保護者にわけてかかわりのポイントが示さ
れている。子供用の表には，子供への接し方のポイント
と子供への言葉かけ（例）が具体的に記述されている。
また，「一時保護から在宅支援への具体的手順」という
項目において，具体的手順（校内での保護の場合・移送
時など）やその時の留意点が表として記載されている。
どのようなことに職員が気を付ければ良いのかが理解し
やすいものとなっている。この項目に関して，『いのち
を守り育むために』（18番）では，「子どもが安心して学
校などで生活が送れるよう最大限の配慮と愛情を注ぎま
しょう」（18番より転載）と簡潔に記述されているのみ
であった。このような項目については，教職員・保育者
にとって，より具体的な内容の方が実際に対応する際に
参考になると考えられる。
⑵ 「対応の仕方（保護者・一時保護）」
『教職員のための児童虐対応の手引き』（5番）には，

「子どもと保護者への対応」という項目があり，その中

で保護者への対応が記述されている。保護者への対応
は，共感的に対応する者と社会規範的に対応する者との
複数で対応する必要があるとされ，それぞれ対応する職
員の役割分担も示されている。また，「一時保護への対
応」という項目があり，ワンポイントアドバイスとして
以下のように記述されている（5番より転載）。

一時保護の事実を知った保護者の不安や怒りを受け
止めなければなりません。しかし，理不尽な学校への
非難については，「一時保護の決定・実施は子ども家
庭相談センター（児童相談所のこと，引用者が確認後
記載）が行ったものであり，学校は止めることができ
ない」と法律に従った，対応であることを告げてくだ
さい。

また，保護者からの「子どもは，どこに居るんや」
などのすべての問い合わせは，「子ども家庭相談セン
ターに直接，尋ねてほしい」と一貫して答えてくださ
い。

保護者を責めても良い方向には進みません。責任を
追及するのではなく，保護者の話に傾聴することで自
身の気持ちや悩みが出やすくなります。子どもが居な
くなった寂しさや不安感をもつ保護者に対してサポー
トをしましょう。

このように，保護者からの非難についての対応が記述さ
れていることにより，そのような場面での対応について
事前に理解でき，一貫した対応ができると考えられる。
また，『いのちを守りはぐくむために』（18番）には，「児
童相談所での一時保護期間中，終了後の子どもや親への
支援」という項目があり，その中においても以下のよう
な記述がある。

一時保護に至ったということは，かなり深刻な状
況・境遇にあったといえます。一時保護の期間中に，
教職員が積極的に児童相談所に出向き，子どもや親と
じっくり向き合うことが重要です。

その後，一時保護が終了し，子どもが学校等に復帰
するということは，何らかの親子関係の改善や一定の
進展が見られたということです。

子どもが学校等に復帰する際には，児童相談所から
保護期間中の親や子どもの状況や変化が見られた点，
復帰後に気をつけなければならない点などを説明して
くれますので，学校等はその内容を参考に見通しを立
てた取組を進める必要があります。

この記述から，児童相談所からの連絡を待つという受け
身の態勢ではなく，学校や幼稚園・保育所として保護者
にどのような対応をしたらよいのかということを働きか
けていくことが大切であると読み取れる。さらに，一時
保護中から児童相談所と連携を行い学校や幼稚園・保育
所が，在宅支援へ向けた受け入れ態勢を整えていく必要
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があると考えられる。
⑶ 「被虐待児の心理的治療」

『教職員のための児童虐待対応の手引き』（5番）に
は，記述されていない。『教職員のための児童虐待対応
マニュアル』（6番）には，「通告後の対応」という項目
があり，その中で，学校は治療機関ではないとしながら
も子供への心理的援助について記述されている。さら
に，心理的援助に加えて，トラウマの反応やトラウマの
解消への過程等の説明や学校の中での子供の行動に職員
がどう対応していけばよいのかということが詳しく記述
されている。

一方，『教職員のための児童虐待対応マニュアル』（16
番）には，「継続的な支援」という項目があり，その中
で児童虐待を受けた子供の心のケアについては，専門家
と連携を行っていく必要性が以下のように記述されてい
る。これにより，子供がより専門的な支援を受けられる
ことにつながるだろう。さらに，学校内での子供の行動
に対してどのように対応していけばよいのかという記述
があることで，子供の行動や態度心理面に対して注意を
払うきっかけとなり，対応の糸口にもなりえると考えら
れる。

「児童虐待を受けた子どもは，癒し難い心の傷を
負っており，表面上は元気であっても，思い出したく
ない，又は他人に知られたくないといった複雑な心理
状態であるとともに，将来への不安や悩み等を抱えて
いる。

このため，学校は，スクールカウンセラー等と十分
に相談しながら，心のケア（必要に応じて医療的ケア
も含む）をしていく必要がある。」（16番より転載）

⑷ 「虐待予防策」について
『教職員のための児童虐待対応の手引き』（5番）に

は，記述がない。『虐待防止マニュアル』（17番）には，
保育園の役割として保育士が保育を通じてまた専門家と
して援助を行うこと等が虐待の発生予防になることが記
述されている。このような記述があることにより，保育
士はこれらの役割を遂行することが予防につながるとい
う認識を持つことができると考えられる。これをより具
体的に記述したマニュアルが，『いのちを守り育むため
に』（18番）である。「虐待の予防，早期発見，健全な子
育てのための保護者への啓発」という項目において，学
校・幼稚園・保育所内の中で取り組める内容を以下のよ
うに記述している。

「学校・幼稚園・保育所だより」や「学級通信」な
どで，子どもへの適切な関わり方を啓発したり，悩み
を抱える親に相談できる関係機関を紹介したりしま
しょう。

保護者懇談会などで，児童虐待防止における学校等

の取組を伝えるとともに，近所に気になる家庭があれ
ば市町村や学校に連絡してもらうようお願いしましょ
う。

その際，子どもの命を守り，家庭がよりよくつながっ
てほしいとの願いが『通告』であることを，保護者に
伝え，理解を求めていくことが重要です。

学年懇談会や学級懇談会などで，教職員の方から子
育ての悩みやしつけなどについて積極的に話題にあ
げ，親から子育ての楽しさや悩み，子育て観を気軽に
出し合ってもらいましょう。そのことをきっかけに，
一人ひとりの親が子育てについて改めて考えることが
できるし，親同士がつながっていくこともできます。
虐待予防は，保育者の大事な役割である。そのため，

より具体的な取り組みの記述があることにより，実際の
虐待防止活動に繋がると考えられる。

2．記載率の高い項目
⑴ 「虐待の定義・種類」

説明の仕方は多様であったが，ほとんどのマニュアル
に記載されていた。『教職員のための児童虐待対応の手
引き』（5番）の「児童虐待と子どもへの影響」という
項目では，虐待の種類に関する説明と虐待の子供へ及ぼ
す影響が図で整理されている。整理，図示されることで，
虐待の種類とその影響がよりわかりやすくなっている。
さらに，虐待が1つの種類だけでなされることは少な
く，いくつか重複している場合があることや子供に及ぼ
す影響については，虐待の程度や内容，個々の子供によ
り異なることが記述されている。また，児童虐待の発生
要因には，生活での大きなストレスや子供の養育困難，
支援者がいない孤独や孤立感といった要因が重なって起
こることが記述されていた。このような記述によって教
職員・保育者は多重性虐待の存在や影響の複雑さや多様
さに気付き，子供の様子を十分に見ようとする姿勢につ
ながると考えられる。虐待の定義や種類は，教職員や保
育士による虐待の発見の可能性を高め，さらに，危機意
識を醸成するという点で重要な項目だと考えられるため
記述はなされるべきである。
⑵ 「発見のチェックポイントまたはチェックリスト」

ポイントとリストという言葉の違いはあるが，内容に
大きな違いはないことが読み取れた。チェックポイント
であれチェックリストであれ，ほとんどのマニュアルで
は，子供の様子と保護者の様子との2部構成になってい
た。『教職員のための児童虐待対応の手引き』（5番）の
「児童虐待の気付き・発見」という項目では，「発見の
ためのチェックリスト」項目が表として記載されてお
り，前書きとして，子供や保護者の SOS サインに気付
くためにもチェックリストを利用すること，また項目に
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該当するからといって必ずしも虐待の存在を示すわけで
はなく複数の目で検討することの大切さが以下のように
記述されている。

先入観のみで判断することはよくないことですが，
子どもや保護者の気がかりな振る舞いや行動から，虐
待を疑ってみることは決して無駄なことではありませ
ん。様子が「変だな」「何かおかしいな」「いつもと違
うな」と感じたら，子どもや保護者の SOS サインと
捉えて，しっかりと受け止めなければなりません。

虐待の行為や子どもの年齢，経過年月や虐待者との
関係等によってサインが異なります。ただ，一つのサ
インから，ただちに虐待と断定できるわけではありま
せん。ですから一人で判断するのではなく複数で話
合ってみることが大切です。

つまり，あくまでもチェックポイント・チェックリスト
は，子供の背景や保護者の状況をつかむための道具であ
り，状況をより詳細に見ていくための注意喚起を促すも
のになると考えられる。また，『虐待対応マニュアル』（17
番）では，チェックシートになっており，チェック項目
の横に欄を設け自由記述できるようになっている。この
ような自由記述欄を作っておくことで，どのような状況
からチェックをつけたのかその時の状況も記録でき，場
合によっては写真等も添付でき，より活用しやすくなる
と考えられた。
⑶ 「連携のあり方（組織内）」

多くのマニュアルで，ひとりで抱え込まないこと・職
場で同僚や管理職に相談を行うこと・管理職の対応など
組織内での対応の重要性について記載されていた。『教
職員のための児童虐待対応の手引き』（5番）には，「学
校における対応の実際」という項目があり，その中で組
織内対応やその際の教職員の役割が役職ごとに記述され
ている。それぞれの立場で何をすべきなのかが明確に
なっている点では，利用者にわかりやすい内容となって
いる。

また，「虐待を疑ったら，まず校内協議，そして通告」
という項目があり，その中で「虐待を疑った経緯や緊急
性，役割分担，学校としての判断や方針等を校内で協議
する」と記述されている。校内で協議を行い学校として
の判断をするというこの記述は，数多くのマニュアルに
おいてもみられた（5，7，9，11，15，16，17，19番）。
『教職員のための児童虐待対応の手引き』（5番）には，
校内協議について「学校における対応の流れ」という図
の中で，「構成メンバー，情報収集・情報共有，複数教
員による緊急度の判断とそれに基づいた初期対応，役割
分担した組織内対応」と記述されている。しかし，具体
的にどのような協議を行うのかという記述はない。どの
ように協議するかをやや詳細に記述したマニュアルとし

て『児童虐待対応の手引き』（7番）がある。その「緊
急会議の招集」という項目の記述内容を以下に転記す
る。

関係者が集まり，得られた情報を共有し，現状（子
どもや家族の状況）を分析します。さらに，キーパー
ソンの決定，通告の要否の検討，通告の際の窓口担当
の決定，もし，保護者や警察への支援要請等の必要が
生じた場合の対応者の決定など，組織としての対応方
針を決定します。

協議の主な参集者として，管理職，担任，養護教諭，
その子どもに関係する保育士・教員，生徒指導担当，
養護相談担当，スクールカウンセラー等が考えられ，
当面の関係者のみで協議を行うか，生徒指導委員会な
ど，その組織で決めた適当な場で行うか，あるいは，
職員会議で話し合って，全職員での共通理解が必要に
なる場合もあるでしょう。

会議の結果，校（園・所）内でしばらく様子を見る
ことにした場合は，今後その子どもにどのように対応
していくか，保育士・教職員間の連携や各職員の対応
などを十分に話し合い，共通理解をしておく必要があ
ります。
ここで問題となるのが，校内での判断がもし間違って

いたらどうなるのかということである。さらに，「会議
の結果，校（園・所）内でしばらく様子をみることにし
た場合」という記述もあり，様子をみることにしたこと
で早期支援が遅れたり虐待の重篤化を招いたりする可能
性もある。それに加え，『児童虐待対応の手引き』（7番）
では，緊急会議の招集の後に「市町村児童相談担当部署
あるいは児童相談所への通告・相談」という項目があ
り，その中には校内で判断した上で，さらに通告先機関
の判断を仰ぐか否かを決定するという手続きが以下のよ
うに明記されていた。

専門機関への通告を決めた場合，速やかに連絡しま
す。

もし，緊急性が高く，一時保護などのより専門的な
対応が想定される場合は，児童相談所へ通告します。

通告先が市町村になるのか，児童相談所になるのか
判断に迷う場合は，児童相談所に通告するのがよいで
しょう。

このように，通告に至るまでに幾度も判断を繰り返し，
緊急性の判断を求められ通告の要否を検討するという記
述は，虐待を疑いながらも通告は必要ないとの判断をも
たらす危険性も考えられる。ここでは，児童相談所や市
町村の虐待対応部署に連絡をいれ，状況を伝えて判断を
求めることが必要ではないだろうか。『子どもの虐待対
応マニュアル』（8番）では，「虐待対応における緊急性
の判断は教育・保育機関のみでは行わない」と記述され
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ている。つまり，判断を繰り返すことが通告ひいてはそ
の後の連携を阻害している一因となっている可能性も否
定できない。専門機関へ通告を行うことで，早い段階で
の対応や連携が始まる。その連携の中で，様々な支援策
を講じることができると考えられる。確証義務までもが
課されているという誤解をもたらす記述は問題があるの
ではないだろうか。

一方，連携のあり方（要保護児童対策地域協議会）に
ついては，組織内に比べて記載率が低い。『教職員のた
めの児童虐待対応の手引き』（5番）には，「学校におけ
る対応の実際」という項目があり，その中で要保護児童
対策地域協議会の個別ケース検討会議への参加，情報の
共有や機関連携が必要であることが記述されている。さ
らに，「市町村の役割と機能」という項目があり，その
中で以下のような記述がある。

各市町村の要保護児童対策地域協議会は，関係機関
による情報の共有化と個人情報の保護の関係を明らか
にするために，児童福祉法第25条により設置が努力義
務とされています。

要保護児童対策地域協議会は，一般的に代表者会
議，実務者会議及び個別ケース検討会議の三層構造で
運営されています。特に実務者会議の中に位置づけら
れている進行管理会議は，全てのケースについて定期
的な状況のフォロー，主担当機関の確認，援助方針の
見直し等が検討されることになっています。

教育機関関係については，代表者会議には教育委員
会のみが出席し，会議において提供された情報につい
ては市町村教育委員会から各小学校，中学校等に周知
することとし，個別ケース検討会議には，市町村教育
委員会に加え，検討の対象となるケースに直接関係す
る学校等の関係者の参画が求められる場合がありま
す。

要保護児童対策地域協議会の構造について記述されてい
るが，それぞれの会議でどのようなことがなされるのか
については具体的には述べられていない。それに対し
て，『子どもの虐待対応マニュアル』（8番）の「ネット
ワークづくりは虐待問題解決の大きな力」という項目で
は，連携により得られるメリットが次のように述べられ
ている。
�多面的で柔軟な対応ができます
家族の情報が限られる中，複数の関係機関がネットを
組み関与することで，情報が集められやすく対応策の
組み合わせも拡がり，複合的問題を抱える家族を多様
な側面から柔軟に支援できます。
�情報・援助方針の共有，役割分担の明確化により迅
速，的確な対応ができます
初期段階から情報を共有することで，虐待かどうかの

認識，問題生起のメカニズムに対する認識を統一で
き，援助方針についての共通理解を図ることで適時，
迅速な対応ができます。また，関係機関の協議の中
で，お互いの機能・体制について情報交換すること
で，それぞれが果たせる役割や限界を理解できること
から，適切な役割期待と役割意識がつくれます。
�援助者同士，支え合うことができます
虐待への対処は，限られる情報の中，早期にかつ適切
な対応が求められ，親との軋轢など苦慮することも多
く，援助者も疲れたり傷ついたりすます。ネットワー
クは，メンバーによる活動の場，複数の眼による検討
の場であり，援助者相互の支援の場でもあることか
ら，他の機関のバックアップを受けることができます

連携することでさらなる対応が可能になることが記述さ
れており，連携につながりやすいと考えられる。また，
『児童虐待対応の手引き』（7番）には，「保育所・幼稚
園・学校における対応の流れ」という項目があり，その
中で要保護児童対策地域協議会がどのような位置づけを
されているのかが図で示されている。文章で要保護児童
対策地域協議会の設置を記述するだけではなく，対応の
流れを図として示すことにより，通告や相談から様々な
機関がその家庭に支援を行うまでの流れが理解できると
考えられる。

さらに，連携のあり方に関連して「記録の重要性」に
ついて記述されているマニュアルも数多くみられた。『教
職員のための児童虐待対応の手引き』（5番）の「虐待
状況の把握」という項目の中で，通告を受けた市町村等
は，学校の教職員の協力を得て安全を確認しつつ，虐待
の有無について正確な記録等から判断すること，記録
は，その後のアセスメント，援助や法的対応にとって重
要な資料になることと記述している。また，その際の留
意点として時系列で記録することや経過を伝聞情報と直
接確認できた情報に明確に区分し記録すること等がポイ
ントとして記述されている。それに併せて，記入表（例）
も記載されている。記録の留意点や記入表などが記載さ
れていることにより，どのような点について気をつけれ
ばよいのかなどがわかりやすい形式となっている。これ
よりもより詳細に述べたマニュアルは，『いのちを守り
育むために』（18番）である。その「記録の重要性」と
いう項目では，以下のように具体的な内容が記述されて
いる。

初期段階（気づいたとき）から記録を確実に残すこ
とが重要です。その際には，将来，市町村や児童相談
所等と連携することを想定して，以下の点に留意して
記録を残してください。
�具体的なことがわかるように，時系列で（事実の発
見や発生を日時順に）記録していきます。「いつ，ど
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こで，だれが，だれに，なにを，どのように」を明確
に記入します。
�目で見て明らかな事実については，写真や描画など
を用いて記録に残します。
あざなどは，数日後には薄れてしまうので，気づいた
そのときに必ず記録しましょう。
�本人から聴いた内容は，語られた言葉どおりに記録
します。
『どういう問いかけに対して，どう答えたのか』の他，
どのような反応・表情だったのかも別途記録しておく
と有効です。
�抽象的な記述にならないように注意します。
「落ち着きがない」だけでなく，「〇〇の時に，××
の行動をとるなど落ち着きのなさが見られた」など具
体的な状況を記述しましょう。
�伝聞情報と確実な情報は区別して記録を残していき
ます。
学校等で対応策を検討する場合に，伝聞情報（推測や
うわさ話，記述者の主観など）が参考になることもあ
りますが，伝聞情報と確実な情報を混同すると，正確
な判断ができなくなる場合があります

このように何を記録しなければならないのか，どのよう
に記述したら良いのかということが具体的に記述してあ
ることで，教職員・保育者は子供の状態を丁寧にみて記
録することができるようになると考えられる。
⑷ 「通告義務」

『教職員のための児童虐待対応の手引き』（5番）に
は，「児童虐待の通告」という項目があり，その中で通
告義務が児童虐待防止法第6条で規定されていること，
通告は学校長の判断に基づいてなされる必要があるこ
と，しかし，何らかの理由により学校として通告できな
い時は虐待を疑った教職員個人の判断で通告しても守秘
義務違反に問われることはないことについて記述されて
いる。また，通告の方法として口頭でも良いが，後に文
書を提出することが望まれることが記述されており，書
式も虐待相談・通告受付表として添付してあった。通告
義務が法律でどのように定められているかの記述があ
り，表があることで通告に必要な内容がまとめられる点
ではわかりやすいと考えられた。一方，『小さなサイン
を見逃さないで』（12番）の「相談・通告」という項目
では，なぜ通告しなければならないのかその理由が明記
されており，そのやりとりの中で相談・通告の際に留意
する事項として以下のように記述されている。
�子どもを心身の危険から守る

危険から子どもを守って安全を確保するために，ま
ず児童相談所等に相談・通告しましょう。相談・通告
については，電話でもかまいません。

�疑いを大切に
虐待はさまざまな形で隠されます。疑いをもつこと

は重要なことです。
�確証を求めない

虐待を証明することは困難です。確証を求めていて
は子どもを守れません。まずは，相談や通告などの行
動を起こしましょう。
�一人で抱え込まない

虐待への対応は，誰であっても難しいものです。虐
待を疑ったら，一人で抱え込まずに，同じ職場の同僚
や他の機関と連携して智恵を出し合いましょう。
�他人任せにしない

通告したからといって，すべてを他人任せにしては
子どもを救うことはできません。サインを受け取って
くれた人こそが，子どもにとって命の綱なのです。専
門機関と連携をとりながら子どもを守る努力を続けま
しょう。
�記録をとる

今後の対応のために，できるだけ記録に残しておき
ましょう。

さらに，通告者が誰なのか外部に知られることはなく，
勘違いであっても，それを責められることも，虐待の確
証を求められることもないという記述もある。法的位置
づけだけでなく，なぜ通告が必要なのかという記述があ
ることにより，保育者らは通告に対する抵抗感が低くな
るのではないかと考えられる。

このように通告義務について内容分析を行う中で，緊
急性の判断を求めているものが多くみられた。これは，
通告の回避につながる重大な内容であると考えられる。
そこで，通告義務に関する早期発見・確証義務はない・
守秘義務・緊急性の判断について内容を抜粋して，さら
に詳しく内容分析を行うこととする（表2）。それぞれ
のマニュアルから「早期発見」，「確証義務はない」，「守
秘義務」，「緊急性の判断」についてマニュアルの中では
どのように記述されているのかを抜粋・要約して一覧表
にしたものが表2である。
� 早期発見

平成12年に児童虐待防止法が成立しその中で，関係機
関及びその職員に対する早期発見等の努力義務が課せら
れた。さらに平成16年には児童虐待防止法の改正が行わ
れ組織に対しても課された。『教職員のための児童虐待
対応の手引き』（5番）では，「通告と守秘義務」という
項目があり，その中において，「児童虐待防止法第5条
には，『学校，学校の教職員は，児童虐待を発見しやす
い立場にあることを自覚し，児童虐待の早期発見に努め
なければならない』と規定されています。」と記述され
ている。
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他にも法律と関連付けて記述しているものもあれば
『子ども虐待対応ハンドブック』（1番）のように「早
期発見に努めましょう」という項目があり，取り組む留
意点は記述されているものの根拠となる法律の記述はな
いものもあった。早期発見を行うことが虐待防止の中で
重要な位置づけであることを思えば，児童虐待の防止等
に関する法律第5条の条文を記載した方がより早期発見
への意識が高くなると考えられる。
� 「確証義務はない」，「守秘義務」

『教職員のための児童虐待対応の手引き』（5番）に
は，「児童虐待の通告」という項目があり，その中で，
「『○○のような（虐待が疑われる）場合は，虐待の事
実の有無に関わらず，市（町村）に通告することが法律
で決められています』とはっきり保護者に伝える。」
と記載されており，この記述から読み取らなければなら
ないだろう。それに対して，『児童虐待対応マニュアル』
（10番）には，「虐待の証明はしなくてもよい」という
項目があり，その記述は以下の通りであった。

保育所や学校の中で虐待を証明することは困難で
す。虐待を疑っても，「もし間違っていたら・・」と
思うのはごく自然なことです。虐待を確信して通告す
ることの方が，むしろ少ないのです。虐待かどうかを
判断するのは，通告を受けた市町村又は児童相談所な
どの役割になります。

このような記述であると虐待の証明はしなくてよいこと
に加えて判断する機関を記述することでそれぞれの機関
の役割について理解できる。さらに確証義務を考慮しな
い必然性を記述したのが『小さなサインを見逃さない
で』（12番）の「相談・通告の際に留意する事項」とい
う項目である。

「虐待を証明することは困難です。確証を求めていて
は子どもを守れません。まずは，相談や通告などの行
動を起こしましょう。」（12番より転載）

このような記述であると子供を守るために通告を行うこ
とが理解できる。このように確証義務はないということ
を記述することで通告につなげようとする意識が高まる
のではないかと考えられ，重要な記述であると考えられ
る。

『児童虐待対応の手引き』（15番）には，「児童虐待の
通告義務の優先」という項目があり，その中で，「児童
虐待の通告義務は守秘義務に優先し，守秘義務違反には
あたりません。」と記述しており，さらに，個人情報の
保護に関する法律に関しても参考として記載され通告者
の保護についても法的な規定が示されていた。このよう
に，通告義務と守秘義務違反についての記述や法的根拠
を記述することで，通告への戸惑いが安心へとつながる
と考えられる。その具体的な記述が，『児童虐待対応マ

ニュアル』（10番）にもある（10番より転載）。
児童虐待防止法第6条の第3項では，児童虐待を受

けたと思われる子どもを発見した場合に通告すること
は，守秘義務違反にはならないと規定しています。刑
法の秘密漏示罪や国家公務員法及び地方公務員法によ
る秘密漏示罪は，「正当な理由がない」のに職務上知
り得た秘密を漏らしたときに適用されます。児童虐待
を受けたと思われる子どもの通告は，子どもを守るこ
とが目的であるため，「正当な理由」に該当すると解
され，守秘義務違反には当たらないのです。

このように守秘義務違反にならないということを法的な
規定から記述することは，どのような状況の時に守秘義
務違反にならないのかを知ることになり，さらに通告に
もつながる大事な要素であると考えられる。
� 緊急性の判断

『教職員のための児童虐待対応の手引き』（5番）に
は，「学校における初期対応」という項目があり，緊急
度アセスメントシートと虐待の重症度のシートを記入す
ることと以下のように記述している。

子どもへの虐待を疑ったら，一人で抱え込まず，そ
れぞれの立場で得た情報を基に，�緊急度や�虐待の
重症度を早急に協議して判断するなど，学校としての
組織的な対応が必要です。

緊急度アセスメントシートは，項目をチェックしていく
ことで緊急度が変化する。たとえば，緊急度Ａに該当し
た場合は，分離を前提とした緊急介入（緊急一時保護を
検討）となり緊急度Ｂに該当した場合は，発生（再発）
防止のための緊急支援（発生前の一時保護の検討）とな
る。項目を参考にして判断を行うことを求めている。他
の多くのマニュアルでもこのように緊急度を判断し，さ
らに緊急度に応じて通告先を判断する内容になってい
る。それに対して，学校・保育所等のみでは緊急度を判
断しなくてもよいという記述が『子ども虐待対応の手引
き』（19番）の「子ども・保護者への早期対応と支援の
留意点」という項目にある（19番より転載）。

緊急度の判断は，市町村や児童相談所，またはそれ
らを交えたネットワークの中で判断すべきです。緊急
性は低いと思いこんだために，手遅れになった事例は
少なくありません。通告者に虐待の証明，立証責任は
ありません。学校・保育所等の役割は，とにかく早く
市町村や児童相談所と連絡をとることです。

このような記述であれば通告先機関へ通告・連絡がつな
がりやすくなるのではないだろう。連絡先一覧も記述さ
れている。相談・通告機関一覧や連絡先については記述
がないマニュアルもあったが，連絡先を入れておくこと
で探さずに連絡をすることができると考えられる。ただ
し，どこに通告してよいのか判断がつかないために見通
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告や通告の遅れという問題が生じるかもしれない。その
ため，通告先一覧にあわせてどこかに連絡をすれば必ず
繋がっていくということを明記することが大切ではない
かと考えられる。

Ⅳ 今後の課題

今回の分析では，教職員・保育者用のマニュアルの内
容分析を行なうことで，記述内容に差があることが明ら
かになった。記載率の高かった『教職員のための児童虐
待対応の手引き』（5番）を基に記述内容の検討を行っ
た。しかし，記載率が高くても他のマニュアルと比較す
ることでさらに詳しくわかりやすい内容や記述になるこ
とが示唆された。つまり，現在，使用しているマニュア
ルの内容についても，内容を検討し改善していく必要性
もあると考えられる。実態に即したマニュアルにするた
めには，マニュアルを使用している現場の職員からも意
見を聞き，専門家も交えて話し合うことが必要である。
そうすることで，疑問点や改善点が明確になり利活用で
きるマニュアルにつながると考えられる。

また，尾崎ら（2003）の中でも課題とされていたよう
に，作成したマニュアルを実践の場に渡す際には，マニュ
アルについての研修が必要である。研修を行うことで，
使用する者が独自の解釈をしてしまうことを防ぐことが
できる。さらに，マニュアルの意義やその中に書かれて
いる内容を理解することで対応の仕方やどのような情報
を集めればよいのかがわかるだろう。マニュアルを活用
することで知識が増え「もしかして？」と虐待を疑う目
が養われるだろう。

今後の課題として，3つの点を指摘できる。1点目
は，福祉と教育の対話のあり方がマニュアルの内容に影
響を及ぼしている可能性もあるため，児童相談所の発行
したマニュアルと教育機関や保育機関が発行したマニュ
アルを区別して内容を精査することである。違いを明ら
かにすることにより，お互いに足りないところを補完で
きるマニュアル作成の視点を得ることができると考えら
れる。2点目は，要保護対策地域協議会のマニュアル内
容について充実させることである。マニュアルの検討を
行う中で，要保護対策地域協議会の記載率が低かった。
実践の場では，関係機関と協働しながら家庭や子供へ支
援を行っていくことが求められる。そのため，現状の問
題点をカバーするようなマニュアルはどのようなもので
あるかを整理し作成していく必要がある。3点目は，マ
ニュアル内容が一人一人の保育者にどの程度周知されて
いるのか，またマニュアルの周知と通告の関係性等につ
いて実証的に検討することを通して，虐待防止活動をよ
り有機的，機能的に行えるマニュアル内容の改善と研修

体制の在り方を検討することである。
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表2 虐待マニュアル比較表
早期発見 確証義務はない 守秘義務 緊急性の判断

1
子ども虐待の早期発見に努め

ましょう
確証が得られないために通告

できないのはあってはならない
児童虐待防止等に関する法律

第6条において秘密の漏示や守
秘義務違反に当たらない

虐待が疑われる⇒児童相談所，
市町村，県福祉事務所
子どもの生命に危険⇒警察

2
子ども虐待の早期発見に努め

ましょう
確証が得られないために通告

できないのはあってはならない
児童虐待防止等に関する法律

第6条において秘密の漏示や守
秘義務違反に当たらない

虐待が疑われる⇒児童相談所，
市町村，県福祉事務所
子どもの生命に危険⇒警察

3
児童虐待の早期発見
児童虐待の防止等に関する法

律第5条

児童虐待に係る通告義務の拡
大

通告義務は守秘義務違反に優
先

児童虐待防止等に関する法律
第6条第3項

4

児童虐待の防止等に関する法
律第第5条

児童虐待の早期発見等

児童虐待の防止等に関する法
律第第6条第3項

通告義務は守秘義務に優先

情報収集後専門機関に通告。緊
急かつ必要な場合は，個人でも
直ちに通告を行い，その後緊急
支援委員会を開き情報の収集。
フローチャートと違う。
役割と留意点には通告の要否を
判断し，子ども総合相談セン
ター・区保健センターへ通告

5

児童虐待防止法第5条には，
「学校，学校の教職員は，児童
虐待を発見しやすい立場にある
ことを自覚し，児童虐待の早期
発見に努めなければならない」
と規定されています。

保護者と協力して子どもを教
育することと同時に教育の専門
機関として子どもを守るために
毅然とした対応が求められま
す。このような場合「○○のよ
うな（虐待が疑われる）場合は，
虐待の事実の有無に関わらず，
市（町村）に通告することが法
律で決められています」とはっ
きり保護者に伝える。

児童虐待防止法第6条の定め
について⇒この場合の通告につ
いては学校長の判断に基づいて
なされる必要がある。しかし，
なんらかの理由により学校とし
て通告できない時は，虐待を
疑った教職員個人の判断で通告
しても守秘義務違反に問われる
ことはありません。

フロー図より
�校内協議において複数校職

員による緊急度の判断と，それ
に基づいて初期対応
�通告の緊急性判断
高い⇒子ども家庭相談セン

ター（児童相談所），警察署
低い⇒市町村児童虐待担当課

6

児童虐待防止法第5条
児童虐待の早期発見等

虐待の証明はしなくてよい
虐待かどうかを判断するの

は，通告する側ではなく通告を
うけた児童相談所や市町村の役
割。

守秘義務は通告の義務の遵守
を妨げない

初期対応
緊急性の判断
子どもに危険がある時」「明

らかに虐待とわかる状態」⇒緊
急性が高い場合は直ちに児童相
談所に通告し安全確保。教職員
が判断の目を持つことが重要

7

児童虐待の早期発見義務
保育所・幼稚園・学校関係者

には，児童虐待の早期発見に努
める義務があります。
児童虐待の防止に関する法律第
5条

虐待かどうかの証明は必要あ
りません。

通告は守秘義務に優先し，個
人情報保護法でも情報提供が認
められています。

管理職から校内体制の整備ま
でに緊急性の判断

緊急性 結果重大⇒児童相談
所か警察

校内体制の整備では
経過観察，比較的軽微⇒市福

祉事務所
専門的支援⇒児童相談所

8

教育・保育関係機関，教育な
ど関係者には，児童虐待を早期
に発見する義務があります。（児
童虐待の防止などに関する法律
第5条第1項） 努力義務

虐待対応における緊急性の判
断は教育・保育機関のみでは行
わないの中に「通告者に虐待の
証明，立証責任はありません。」

児童虐待の通告義務は守秘義
務に優先します。

虐待における緊急性の判断は教
育・保育機関のみでは行わない

9

児童虐待防止法で学校及び教職
員に求められている役割
第5条 児童虐待の早期発見に
努めること

はじめに
確実な証拠を見つけることで

はなく，虐待と思われる場合は
直ちに通告して，関係機関によ
る安全確認に協力していくこと
虐待の確証を得るまでの義務は
ありません。

通告の方法
児童虐待防止第6条第3項で

は，通告義務は公務員などの守
秘義務よりも優先されると規定

通告・相談
緊急性が高い場合⇒児童相談

所
原則として市町村の相談窓口

10

児童虐待防止法第5条第1項
の中では，教職員や児童福祉施
設の職員などの「個人」に加え，
学校や児童福祉施設などの「組
織（団体）」についても，児童
虐待の早期発見に努めなければ
ならない義務が課せられていま
す。

虐待の証明はしなくてもよい
保育所や学校の中で，虐待を

証明することは困難です。虐待
を疑っても，「もし間違ってい
たら・・・」と思うのはごく自
然な事です。虐待を確信して通
告することの方がむしろ少ない
のです。通告を受けた市町村又
は児童相談所などの役割になり
ます。

児童虐待防止法第6条3項児
童虐待を受けたと思われる子を
発見した場合通告することは守
秘義務違反にならないと規定し
ています。刑法の秘密漏示罪や
国家公務員法及び地方公務員法
による秘密漏示罪は，「正当な
理由がない」のに職務上知り得
た秘密を漏らしたときに適用さ
れます。児童虐待を受けたと思
われる子どもの通告は，子ども
を守ることが目的であるため，
「正当な理由」に該当すると解
され，守秘義務違反には当たら
ないのです

通告先
市町村
児童相談所⇒危険であり早急

な保護が必要な場合
児童委員⇒通告の仲介

学校から通告相談
緊急性の高い場合⇒児童相談

所
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早期発見 確証義務はない 守秘義務 緊急性の判断

11

学校・園の責務
児童虐待防止法第5条では学

校の教職員は，日常的に子ども
に関わる時間も長く，虐待を発
見しやすい立場にあることを自
覚して，児童虐待の早期発見に
努めなければならない

通告者について
虐待の証拠を求められるとい

うこともありません。

協議
虐待疑いの判断及び通告につ

いての検討
学校・園としての通告と緊急

度アセスメント
緊急アセスメントシートを参考
にする

緊急性高い⇒子育て支援課

12

児童虐待の防止等に関する法律
（早期発見）

※本文中には文言はなく「児
童虐待防止等に関する法律」新
旧対照表に記載

確証を求めない
虐待を証明することは困難で

す。確証を求めていては子ども
を守れません。まずは，相談や
通告などの行動を起こしましょ
う。

児童虐待の防止等に関する法律
第6条

※本文中には文言はなく「児童
虐待防止等に関する法律」新旧
対照表に記載

危機的な状況⇒緊急介入（児
童相談所・警察・医療機関）

初期対応の相談は関係機関
重症度
最重度，重度，中度，軽度，

予備軍

13

判断する必要はありません。虐
待かどうか疑問に思ったときは
ありのままを通告先に伝えてく
ださい。

通告によって守秘義務違反に問
われることはありません

家庭児童相談課 児童相談係と
児童相談所
生命が危ぶまれる⇒児童相談所
生命が今すぐ危ぶまれる⇒警
察・救急

14

判断する必要はありません。虐
待かどうか疑問に思ったときは
ありのままを通告先に伝えてく
ださい。

通告によって守秘義務違反に問
われることはありません

家庭児童相談課 児童相談係と
児童相談所
生命が危ぶまれる⇒児童相談所
生命が今すぐ危ぶまれる⇒警
察・救急

15

保育所・幼稚園・学校関係者
には，児童虐待の早期発見に努
める義務があります。
児童虐待の防止等に関する法律
第5条

児童虐待を受けたと思われる
児童」であり「児童虐待を受け
た児童」ではないことに注意。
虐待を受けたという確証を得る
必要はありません。

虐待かどうかの証明は必要あ
りません。

児童虐待の通告義務は守秘義
務に優先し守秘義務違反にはあ
たりません

緊急性が高いと判断⇒市町村又
は児童相談所
重症，性的虐待⇒警察署・医療
機関の受診
医療機関・・子どもの安全確保
を最優先

16

本文中には早期発見という項目
がある
大阪府子どもを虐待から守る条
例の中に記載
第3章 早期発見及び早期対応

確証がなくても速やかに通告
できる体制の整備

速やかな通告
確証がなくても速やかに市町

村児童虐待担当課又は児童相談
所に通告すること

確証がなくても通告
通告先⇒市町村又は児童相談

所

17

児童虐待防止法第5条には，
児童虐待の早期発見などとし
て，「児童福祉施設職員は児童
虐待の早期発見に努めなければ
ならない」と努力義務が課せら
れている。

通告は守秘義務に優先する 通告を行うかどうか判断
関係機関へ通告か園内での経

過観察・援助の判断

18

児童虐待防止法（第5条）
児童虐待の早期発見に努めな

ければならない

通告義務は子どもを救うための
大切な義務ですから，法律上の
守秘義務より優先するとさだめ
られています。

緊急性が高いと思われるケー
ス⇒児相に直接通告

命にかかわる⇒警察
重篤⇒児童相談所

19

幼稚園・保育所・小中学校な
ど関係者の虐待の早期発見に努
める義務
児童虐待防止等に関する法律第
5条

通告者に虐待の証明，立証責
任はありません。

守秘義務に優先する虐待の通
告義務

通告は守秘義務に優先しま
す。

緊急度の判断は，市町村や児
童相談所，またはそれらを交え
たネットワークの中で判断すべ
きです。
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付表1 マニュアル一覧（URL）
番号 タイトル（発行） 対象（発行年） URL

1 子ども虐待対応ハンドブック
（福岡県）

保育所・幼稚園・
届出保育施設用

（平成24年3月発行）
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/68135_14598749_misc.pdf

2 子ども虐待対応ハンドブック
（福岡県）

小学校・中学校用
（平成24年3月発行） http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/68135_14598750_misc.pdf

3
子ども虐待防止のためのマニュアル
（福岡市こどもの虐待防止連絡会議

こども総合相談センター）

保育所・幼稚園用
（平成18年） http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/23483/1/manual.pdf

4 児童生徒の虐待防止マニュアル
（福岡市教育委員会）

教職員
（平成18年4月） http://www.pref.nara.jp/secure/39467/jidougyakutai.pdf

5 教職員のための児童虐待対応の手引き
（奈良県教育委員会事務局学校教育課）

教職員
（平成20年12月） https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/seitoshidou/gyakutai.html

6 教職員のための児童虐待対応マニュアル
（千葉県教育庁教育振興部指導課）

教職員
（平成19年3月） http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/157906.pdf

7 児童虐待対応の手引き
（福島県保健福祉部児童家庭グループ）

保育従事者・教職員
のための

（平成19年12月）
http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/157906.pdf

8
子どもの虐待対応マニュアル

（愛知県中央児童・障害相談センター／
健康福祉部児童家庭課）

教育・保育関係機関用
（平成19年3月）

https://www.pref.aichi.jp/owari-
fukushi/jiso/annai/manyu/kyouiku/manyu_kyouiku_new.pdf

9 児童虐待対応の手引き
（岡山県教育庁人権教育課）

教職員・保育従事者
（平成23年3月） https://www.pref.saitama.lg.jp/a0608/documents/488609.pdf

10 児童虐待対応マニュアル
（埼玉県 福祉部 こども安全課）

教職員・保育従事者
（平成24年2月改訂）

http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/image/778756E41CC0E57649256C4F0020
4761/$FILE/gyakuma.pdf

11 教育現場における児童虐待対応マニュアル
（三木教育委員会）

教育現場
（平成20年1月）

http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/image/778756E41CC0E57649256C4F0020
4761/$FILE/gyakuma.pdf

12 小さなサインを見逃さないで
（和歌山県教育庁学校教育局小中学校課）

教職員
（平成16年6月） http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500100/kaiken/160241.pdf

13
富山市虐待防止マニュアル

ダイジェスト版
（富山市家庭児童相談課）

小学校・中学校用 http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/13547/1/
toyamashijidougyakutaiboushimanual_shogakko_chugakkoyou.pdf

14
富山市虐待防止マニュアル

ダイジェスト版
（富山市家庭児童相談課）

保育所・幼稚園用
（平成26年10月）

http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/13547/1/
toyamashijidogyakutaiboushimanual_hoikusyo_youtiennyou.pdf

15 児童虐待対応の手引き
（大分県福祉保健部こども子育て支援課）

教職員・保育従事者
（平成24年7月） http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/157906.pdf

16 子ども達の輝く未来のために
（教育振興室高等学校課・支援教育課）

教職員
（平成23年3月）

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6396/00000000/H 22.3 gyakutaibousitebiki.
pdf

17 虐待対応マニュアル
上水保育園

保育園
（平成22年2月） http://www.josui.net/pdf/cruelty_manu.pdf

18 いのちを守り育むために
（高知県教育委員会事務局人権教育課）

教職員用
（平成20年8月）

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310801/files/2009111600268/200911160026
8_www_pref_kochi_lg_jp_uploaded_attachment_18882.pdf

19 子ども虐待対応の手引き
（熊本県教育委員会）

幼稚園・保育所・
小中学校等

（平成19年3月）
http://kyouiku.higo.ed.jp/page 2017/005/
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